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(57)【要約】
【課題】原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像と
を識別する。
【解決手段】原稿特徴判別部（１３）は、各画素の信号
値のヒストグラムにおける度数の極大値のうち、下地判
定閾値Ｔ１以上かつ最も濃度が濃い側に位置する極大値
と、当該極大値に対応する濃度区分Ｘに対して濃度区分
数ｉだけ濃度が薄い側に位置する濃度区分Ｘ＋ｉの度数
との比が下地有無判定閾値Ｔ２以上である場合に下地除
去が必要と判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿画像データにおける各画素の信号値の所定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラム
を生成するヒストグラム生成部と、
　前記ヒストグラムに基づいて下地除去の要否を判定する下地判定部とを備え、
　前記下地判定部は、
　前記ヒストグラムの極大値のうち、所定の第１閾値以上であり、かつ最も濃度が薄い側
に位置する極大値と、当該極大値に対応する濃度区分である第１濃度区分に対して所定濃
度区分数だけ濃度が薄い側に位置する濃度区分である第２濃度区分の度数との比が所定の
第２閾値以上である場合に下地除去が必要であると判定することを特徴とする画像処理装
置。
【請求項２】
　前記第２濃度区分よりも濃度が濃い各濃度区分についての前記度数の総和を算出する総
和算出部を備え、
　前記下地判定部は、前記総和が所定の第３閾値よりも大きい場合には下地除去を行わな
いことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記原稿画像データは、原稿台に載置された原稿を読み取る画像読取装置で原稿を読み
取って生成された画像データであり、
　前記ヒストグラム生成部は、前記原稿画像データのうち、前記画像読取装置で読み取る
ときに前記原稿台の端部に配置されていた領域の原稿画像データをヒストグラムの生成処
理の対象から除外することを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記ヒストグラム生成部は、前記ヒストグラムとして、原稿画像データにおける各画素
の色成分毎の濃度値のうち最も濃度が濃い濃度値のヒストグラムを生成することを特徴と
する請求項１から３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記ヒストグラム生成部は、原稿画像データをＬ＊ａ＊ｂ＊信号に色変換し、前記ヒス
トグラムとして、各画素についてのＬ＊のヒストグラムを生成することを特徴とする請求
項１から４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理装置を備えていることを特徴とする画
像形成装置。
【請求項７】
　原稿画像データにおける各画素の信号値の所定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラム
を生成するヒストグラム生成工程と、
　前記ヒストグラムに基づいて下地除去の要否を判定する下地判定工程とを含み、
　前記下地判定工程では、
　前記ヒストグラムの極大値のうち、所定の第１閾値以上であり、かつ最も濃度が薄い側
に位置する極大値と、当該極大値に対応する濃度区分である第１濃度区分に対して所定濃
度区分数だけ濃度が薄い側に位置する濃度区分である第２濃度区分の度数との比が所定の
第２閾値以上である場合に下地除去が必要であると判定することを特徴とする画像処理方
法。
【請求項８】
　コンピュータを請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理装置として機能させる
ための画像処理プログラムであって、コンピュータを前記ヒストグラム生成部および前記
下地判定部として機能させるための画像処理プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿画像データに基づいて原稿の下地の信号レベルを検出する画像処理装置
および画像処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタル複写機や複合機において、スキャナで読み込まれた画像信号のヒストグ
ラムを作成し、作成したヒストグラムに基づいて読み取り原稿の下地（背景）の信号レベ
ルを検出し、検出した下地の信号レベルに応じて画像から下地を除去する技術が知られて
いる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、濃度ヒストグラムの最大度数値を第１最大度数値とし、第１
最大度数値を示す濃度区分に隣接する濃度区分以外の最大度数値を第２最大度数値として
、第１最大度数値と第１閾値の比較結果、および（第１最大度数値＋第２最大度数値）と
第２閾値の比較結果に基づいて下地の有無を判定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－６４５３２号公報（２００４年２月２６日公開）
【特許文献２】特開２００２－２３２７０８号公報（２００２年８月１６日公開）
【特許文献３】特開２０００－３５４１６７号公報（２０００年１２月１９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、プリンタで出力された、色付けされた背景
画像を含む原稿の場合に、背景画像部分が下地として誤判定される場合がある。特に、背
景画像が淡い濃度（薄い濃度）で印刷されている原稿の場合にそのような誤判定が生じや
すい。そして、そのような誤判定が生じると、本来は下地ではない背景画像が除去されて
しまうといった問題が生じる。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、原稿の下地とプリ
ンタで印刷された背景画像とを適切に識別することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様にかかる画像処理装置は、原稿画像データにおける各画素の信号値の所
定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラムを生成するヒストグラム生成部と、前記ヒスト
グラムに基づいて下地除去の要否を判定する下地判定部とを備え、前記下地判定部は、前
記ヒストグラムの極大値のうち、所定の第１閾値以上であり、かつ最も濃度が薄い側に位
置する極大値と、当該極大値に対応する濃度区分である第１濃度区分に対して所定濃度区
分数だけ濃度が薄い側に位置する濃度区分である第２濃度区分の度数との比が所定の第２
閾値以上であり、かつ前記第１濃度区分が所定の濃度区分閾値よりも濃度が濃い側に存在
する場合に下地除去が必要であると判定することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　上記の構成によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別する
ことができる。すなわち、新聞などの真っ白ではない紙にインクで印刷されている原稿に
対しては下地除去（紙色の除去）を適正に行い、背景部分が紙全体にハイライト濃度で印
字した画像であるプリンタ出力原稿等に対してはハイライト濃度部分を下地と誤判定して
除去してしまうことを防止できる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１にかかる画像形成装置の概略構成を示すブロック図である
【図２】図１に示した画像形成装置に備えられる原稿特徴判別部の構成を示すブロック図
であり、
【図３】図２に示した原稿特徴判別部における処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】図２に示した原稿特徴判別部で行われるヒストグラム生成処理においてヒストグ
ラム生成の対象から除外する除外領域の設定方法を示す説明図である。
【図５】図２に示した原稿特徴判別部に備えられる下地判定部の構成を示すブロック図で
ある。
【図６】図５に示した下地判定部で行われる下地除去を行うか否かの判定処理の流れを示
すフローチャートである。
【図７】（ａ）は図５に示した下地判定部において下地除去を行うべきであると判定され
るヒストグラムの一例を示すグラフであり、（ｂ）は図５に示した下地判定部において下
地除去を行うべきではないと判定されるヒストグラムの一例を示すグラフである。
【図８】図５に示した下地判定部において下地除去を行うべきではないと判定されるヒス
トグラムの一例を示すグラフである。
【図９】本発明の実施形態２にかかる画像読取装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　　〔実施形態１〕
　本発明の一実施形態について説明する。
【００１１】
　（１－１．画像形成装置１の全体構成）
　図１は、本実施形態にかかる画像形成装置１の概略構成を示すブロック図である。なお
、本実施形態では、画像形成装置１が電子写真方式のデジタルカラー複写機である場合に
ついて説明するが、画像形成装置１の構成はこれに限るものではなく、原稿の画像データ
に対して画像処理を施す機能を有する装置であればよい。
【００１２】
　画像形成装置１は、図１に示すように、カラー画像入力装置２、カラー画像処理装置３
、カラー画像出力装置４、操作パネル５、および制御部６を備えている。また、カラー画
像処理装置３は、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換部１１、シェーディング補正部１２
、原稿特徴判別部１３、入力階調補正部１４、領域分離処理部１５、色補正部１６、黒生
成下色除去部１７、空間フィルタ処理部１８、出力階調補正部１９、階調再現処理部２０
を備えている。
【００１３】
　カラー画像入力装置２は、原稿を読み取って原稿の画像データを生成し、生成した画像
データをカラー画像処理装置３に出力する。なお、カラー画像入力装置２の構成は、原稿
の画像データを生成することができる構成であれば特に限定されるものではなく、従来か
ら公知の種々の画像入力装置を用いることができる。例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled D
evice ）を備えたスキャナ部（図示せず）を有し、原稿からの反射光像をＣＣＤで読み取
ってＲＧＢ（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）のアナログ信号から成る画像データを生成する構
成のものを用いてもよい。
【００１４】
　カラー画像処理装置３は、カラー画像入力装置２から入力される画像データを、Ａ／Ｄ
変換部１１、シェーディング補正部１２、原稿特徴判別部１３、入力階調補正部１４、領
域分離処理部１５、色補正部１６、黒生成下色除去部１７、空間フィルタ処理部１８、出
力階調補正部１９、および階調再現処理部２０の順に送り、最終的にＣＭＹＫ（Ｃ：シア
ン、Ｍ：マゼンタ、Ｙ：イエロ、Ｋ：ブラック）のそれぞれに対応するデジタルカラー信
号で表される画像データをカラー画像出力装置４へ出力する。
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【００１５】
　Ａ／Ｄ変換部１１は、ＲＧＢのそれぞれに対応するアナログ信号の画像データをデジタ
ル信号の画像データに変換する。
【００１６】
　シェーディング補正部１２は、Ａ／Ｄ変換部１１から送られてきたＲＧＢに対応するデ
ジタル信号の画像データに対して、カラー画像入力装置２の照明系、結像系、撮像系で生
じる各種の歪みを取り除く処理を施す。また、シェーディング補正部１２は、カラーバラ
ンスの調整を行う。
【００１７】
　原稿特徴判別部１３は、シェーディング補正部１２にて各種の歪みが取り除かれ、カラ
ーバランスの調整がなされたＲＧＢ信号（ＲＧＢの反射率信号）を濃度信号に変換する。
また、原稿特徴判別部１３は、（ｉ）原稿が文字原稿、印刷写真原稿、あるいは文字と印
刷写真が混在した文字印刷写真原稿のいずれであるかを判別する原稿種別判定処理、およ
び（ｉｉ）下地除去処理を行うべき原稿である否かを判別する下地判定処理を行う。また
、原稿特徴判別部１３は、原稿種別判定処理の結果を示す原稿特徴判定信号を生成し、入
力階調補正部１４、色補正部１６、黒生成下色除去部１７、空間フィルタ処理部１８、お
よび階調再現処理部２０に出力する。なお、原稿特徴判別部１３の詳細については後述す
る。
【００１８】
　入力階調補正部１４は、下地濃度の除去、およびコントラストなどの画質調整処理を行
う。
【００１９】
　すなわち、原稿の下地（文字などが印刷された用紙）の色はさまざまであり、下地の色
によっては白地部分（下地部分）を白（あるいは無色）として扱わないと、記録材（トナ
ーあるいはインク）が余分に使用されてしまう場合がある。例えば、わら半紙のように黄
色っぽいものや、下地に色がついている原稿をモノクロモードで画像形成する場合、下地
の色を白として扱わないと、画像出力時に白地部分（下地部分）にも記録材が使われてし
まう。このため、余分な記録材が使用されることを抑制するために、入力階調補正部１４
は、下地濃度の除去処理（すなわち下地の濃度を白色の濃度にする処理）を行うとともに
、コントラストの調整処理を行う。
【００２０】
　また、入力階調補正部１４は、ＲＧＢの濃度信号（以下、特に断らない限り、ＲＧＢ信
号は濃度信号（画素値を表す信号）を表すものとする。）から成る画像データを領域分離
処理部１５に出力する。
【００２１】
　領域分離処理部１５は、入力画像データにおける各画素を、ＲＧＢ濃度信号に基づいて
、下地領域、写真領域（連続階調領域）、文字領域、および網点領域のいずれに属するの
か判定する領域分離処理を行う。また、領域分離処理部１５は、領域分離処理の結果に基
づいて、各画素がどの領域に属しているかを示す領域識別信号を生成し、色補正部１６、
黒生成下色除去部１７、空間フィルタ処理部１８、および階調再現処理部２０へと出力す
るとともに、入力階調補正部１４から入力されたＲＧＢ信号をそのまま後段の色補正部１
６に出力する。
【００２２】
　色補正部１６は、領域分離処理部１５から入力されるＲＧＢ信号（入力信号）を、領域
分離処理部１５から入力される領域識別信号に応じて、ＣＭＹ信号に変換する。また、色
補正部１６では、色再現の忠実化実現のために、不要吸収成分を含むＣＭＹ色材の分光特
性に基づいた色濁りを取り除く処理を行う。また、色補正部１６は、原稿特徴判別部１３
から入力される原稿特徴判定信号に基づいて色変換処理を行う。
【００２３】
　黒生成下色除去部１７は、色補正部１６による色補正後のＣＭＹ信号から黒（Ｋ）信号
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を生成する黒生成処理と、元のＣＭＹ信号から黒生成処理で得たＫ信号を差し引いて新た
なＣＭＹ信号を生成する下色除去処理とを行う。これによって、ＣＭＹ信号はＣＭＹＫの
４色の信号（以下、ＣＭＹＫ信号という）に変換される。
【００２４】
　例えば、黒生成下色除去部１７では、黒生成処理として、スケルトンブラックによる黒
生成を行う。このスケルトンブラックによる黒生成処理では、スケルトンカーブの入出力
特性をｙ＝ｆ（ｘ）、入力されるＣ，Ｍ，Ｙのそれぞれに対応する濃度をそれぞれＣ，Ｍ
，Ｙとし、出力されるＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋのそれぞれに対応する濃度をそれぞれＣ'，Ｍ'，Ｙ
'，Ｋ'とし、ＵＣＲ（Under Color Removal）率をα（０＜α＜１）とすると、
Ｋ´＝ｆ｛ｍｉｎ（Ｃ，Ｍ，Ｙ）｝
Ｃ´＝Ｃ－αＫ´
Ｍ´＝Ｍ－αＫ´
Ｙ´＝Ｙ－αＹ´
によってＣＭＹの３色の濃度信号をＣＭＹＫの４色の濃度信号に変換する。
【００２５】
　空間フィルタ処理部１８は、黒生成下色除去部１７から入力されるＣＭＹＫ信号の画像
データに対して、空間周波数特性を補正することにより、出力画像のぼやけ、および粒状
性劣化を防ぐために、領域分離処理部１５から入力される領域識別信号に応じて、領域の
種別毎に予め設定されるデジタルフィルタによる空間フィルタ処理を行う。
【００２６】
　出力階調補正部１９は、空間フィルタ処理部１８から入力されるＣＭＹＫ信号の画像デ
ータに対して、カラー画像出力装置４の出力特性に基づく出力階調補正処理を行う。
【００２７】
　階調再現処理部２０は、出力階調補正部から入力されるＣＭＹＫ信号の画像データに対
して、領域分離処理部１５から入力される領域識別信号に応じて、領域の種別毎に予め定
められた処理を施す。
【００２８】
　例えば、領域分離処理部１５によって文字領域に分離された領域に関しては、特に黒文
字あるいは色文字の再現性を高めるために、空間フィルタ処理部１８は鮮鋭強調処理によ
り高周波数の強調量を大きくし、階調再現処理部２０は高域周波数の再現に適した高解像
度のスクリーンでの二値化または多値化処理を行う。
【００２９】
　また、領域分離処理部１５によって網点領域に分離された領域に関しては、空間フィル
タ処理部１８は入力網点成分を除去するためのローパス・フィルタ処理を施し、階調再現
処理部２０はそれぞれの画素の階調を再現できるように処理する階調再現処理（中間調生
成）を施す。
【００３０】
　また、領域分離処理部１５によって写真領域に分離された領域に関しては、階調再現処
理部２０は階調再現性を重視したスクリーンでの二値化または多値化処理を行う。
【００３１】
　階調再現処理部２０から出力される画像データ、すなわち前述した各処理が施された画
像データは、記憶部（図示せず）に一旦記憶され、所定のタイミングで読み出されてカラ
ー画像出力装置４に出力される。
【００３２】
　カラー画像出力装置４は、画像データに応じた画像を記録媒体（例えば紙などのシート
体）に出力する。カラー画像出力装置４は、２色以上（本実施形態ではＣ，Ｍ，Ｙ，Ｋの
４色）の記録材を用いて記録媒体に画像を形成する。なお、本実施形態では、カラー画像
出力装置４として、電子写真方式のプリンタ装置を用いている。ただし、カラー画像出力
装置４の構成はこれに限るものではなく、例えばインクジェット方式などの他の方式のプ
リンタ装置を用いてもよい。
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【００３３】
　操作パネル５は、ユーザからの指示入力を受け付けて制御部６に伝達する。操作パネル
５は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示部とユーザの操作入力を受け付ける操作キー
とを含んで構成される。あるいは、操作パネル５はタッチパネルであってもよい。
【００３４】
　制御部６は、ＣＰＵや専用プロセッサなどの演算処理部、および、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｈ
ＤＤなどの記憶部（いずれも図示せず）などにより構成されるコンピュータ装置である。
制御部６は、上記記憶部に記憶されている各種情報および各種制御を実施するためのプロ
グラム、操作パネル５を介して入力されるユーザからの指示入力、および画像形成装置１
に備えられる各種センサの検知結果などに応じて、カラー画像入力装置２、カラー画像処
理装置３、カラー画像出力装置４、および操作パネル５の動作を制御する。
【００３５】
　　（１－２．原稿特徴判別部１３の構成）
　図２は原稿特徴判別部１３の構成を示すブロック図であり、図３は原稿特徴判別部１３
における処理の流れを示すフローチャートである。
【００３６】
　図２に示すように、原稿特徴判別部１３は、画素判定部３１、領域画素カウント部３２
、データ選択部３３、ヒストグラム生成部３４、下地判定部３５、原稿種別判定部３６、
および下地除去部３７を備えている。
【００３７】
　原稿特徴判別部１３では、図３に示すように、まず、画素判定部３１が、シェーディン
グ補正部１２から入力されるＲＧＢ信号（画像データ）の各画素を下地画素、写真画素、
文字画素、網点画素の何れかに分類する領域画素判定処理を行う（Ｓ１）。なお、以降の
説明では、下地画素、写真画素、文字画素、および網点画素に分類された画素を領域画素
と称する。
【００３８】
　領域画素に分類するためのアルゴリズムは、特に限定されるものではなく、既存の領域
分離方法を用いることができる。例えば、特許文献２に記載の方法を用いてもよい。特許
文献２の方法では、以下の（１）～（８）の処理により領域画素判定処理を行う。
（１）注目画素を含むｎ×ｍ（たとえば、７画素×１５画素）の画素ブロックにおける最
小濃度値および、最大濃度値を算出する。
（２）算出された最小濃度値及び最大濃度値を用いて最大濃度差を算出する。
（３）注目画素に隣接する画素の濃度差の絶対値の総和である総和濃度繁雑度（たとえば
、主走査方向と副走査方向について算出した値の和）を算出する。
（４）算出された最大濃度差と最大濃度差閾値との比較及び算出された総和濃度繁雑度と
総和濃度繁雑度閾値との比較を行う。
（５）最大濃度差＜最大濃度差閾値および総和濃度繁雑度＜総和濃度繁雑度閾値のとき、
注目画素は下地・写真領域に属すると判定する。
（６）上記条件を満たさないときは、注目画素は文字・網点領域に属すると判定する。
【００３９】
　（７）下地・写真領域に属すると判定された画素について、注目画素が、最大濃度差＜
下地・印画紙判定閾値を充たすとき、下地画素であると判定し、この条件を充たさないと
きは、写真画素であると判定する。
（８）文字・網点領域に属すると判定された画素について、注目画素が、総和濃度繁雑度
＜（最大濃度差に文字・網点判定閾値を掛けた値）の条件を満たすとき、文字画素である
と判定し、この条件を満たさないときは、網点画素であると判定する。
【００４０】
　なお、領域画素判定処理は、例えば、プレスキャンされた画像データを用いて行っても
よく、ハードディスク等の記憶手段に一旦格納された画像データを用いて行ってもよい。
【００４１】



(8) JP 2016-220107 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

　次に、領域画素カウント部３２が、画素判定部３１での領域画素判定処理の結果に基づ
いて、領域種別毎に（下地画素、写真画素、文字画素、および網点画素の各領域毎に）、
分類された画素（領域画素）の数をカウントする領域画素カウント処理を行う（Ｓ２）。
【００４２】
　次に、データ選択部３３が、シェーディング補正部１２から入力されたＲＧＢ信号にお
ける原稿画像領域を、後述するヒストグラム生成処理の対象とする対象領域とヒストグラ
ム生成処理の対象から除外する除外領域とに分離する領域選択処理を行う（Ｓ３）。すな
わち、本実施形態では、ヒストグラム生成を入力画像の全画素を対象として行うのではな
く、一部の画素を除外して行う。
【００４３】
　図４は、原稿の画像データのうちヒストグラム生成の対象から除外する除外領域の設定
方法を示す説明図である。
【００４４】
　カラー画像入力装置２によって読み取られた画像データは、シェーディング補正部１２
においてカラー画像入力装置２の照明系、結像系、撮像系で生じる各種の歪みを取り除く
処理を施すが、必ずしも画像データの全領域に対して適切な補正が行われるわけではない
。例えば、カラー画像入力装置２での原稿読取時に、原稿における原稿台の端部に配置さ
れた領域（原稿の端部領域）は比較的暗めの信号となってしまう場合がある。
【００４５】
　そこで、本実施形態では、図４に示したように、データ選択部３３が、原稿の画像デー
タのうち、画像読取時にカラー画像入力装置２における原稿台のガラス面の端部に位置し
ていた所定範囲の領域の画像データをヒストグラム生成の対象領域から除外し、その他の
領域をヒストグラム生成の対象領域とする。
【００４６】
　上記所定範囲は特に限定されるものではなく、適宜設定すればよいが、例えば、原稿の
ボイド領域のうち、原稿読取時に原稿台のガラス面の端部に隣接していた箇所をヒストグ
ラム生成の対象から除外するようにしてもよい。ボイド領域とは、プリンタで印刷あるい
はコピーされた原稿における端部（周縁部）から数ｍｍ程度（例えば４ｍｍ程度）の幅で
存在する、何も印刷されない領域である。
【００４７】
　次に、ヒストグラム生成部３４が、シェーディング補正部１２から入力されたＲＧＢ信
号のうち、領域画素判定処理において下地画素と判定され、かつ領域選択処理においてヒ
ストグラム生成の対象領域と判定された領域に属する画素を注目画素として抽出し、ヒス
トグラム生成処理（最小値ヒストグラム生成処理）を行う（Ｓ４）。
【００４８】
　具体的には、ヒストグラム生成部３４は、注目画素についてプレーン毎（色成分毎）の
比較を行い、当該注目画素の各色成分間での最小値を算出し、予め設定した複数の濃度区
分のうち、算出した上記最小値が属する濃度区分の度数に１を加算する。なお、本実施形
態では、ヒストグラムの濃度区分の数を、画素値（濃度値）の小さい方から順に第１濃度
区分、第２濃度区分とし、画素値の最も大きい区分を第３２濃度区分として３２区分に設
定している。本実施形態では、ＲＧＢ信号を用いているので、画素値（濃度値）が「０」
に近い方が（濃度値が小さい方が）実際の濃度は濃くなり、画素値（濃度値）が「２５５
」に近い方が（濃度値が大きい方が）濃度は薄く（淡く）なる。
【００４９】
　なお、色成分間の最小値を用いてヒストグラムを作成するのは、下地の最も濃い色成分
（濃度値が最小値である色成分）の濃度値を下地濃度とし、その濃度値に対応する補正量
テーブルを全色成分に対して適用して下地除去処理を行うことにより、最も濃い色成分以
外の色成分についても下地除去を行うことができるからである。
【００５０】
　その後、原稿特徴判別部１３は、Ｓ１～Ｓ４の処理を全ての画素について行ったか否か
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を判断し（Ｓ５）、未処理の画素が残っている場合にはＳ１の処理に戻って未処理の画素
に対してＳ１～Ｓ４の処理を行う。
【００５１】
　一方、Ｓ５において全ての画素に対してＳ１～Ｓ４の処理が完了したと判断した場合、
下地判定部３５が下地除去を行うべきか否かを判定する下地判定処理を行う（Ｓ６）。下
地判定処理の詳細については後述する。
【００５２】
　Ｓ６で下地判定処理を行った後、原稿種別判定部３６は、原稿種別判定処理を行う（Ｓ
７）。
【００５３】
　具体的には、原稿種別判定部３６は、領域画素カウント部３２でカウントされた領域画
素数と、予め定められている下地領域、写真領域、網点領域および文字領域にそれぞれ対
応する閾値とを比較することにより、原稿全体の種別を判定する。
【００５４】
　例えば、文字、網点、印画紙写真の順に検出精度が高い場合、文字領域の画素の比率が
全画素数の３０％以上の場合には文字原稿であると判定し、網点領域の画素の比率が全画
素数の２０％以上の場合には網点原稿（印刷写真原稿）であると判定し、印画紙写真領域
の画素の比率が全画素数の１０％以上の場合には印画紙写真原稿であると判定する。また
、文字領域の比率と網点領域の比率とが、それぞれ閾値以上であるときは、文字／網点原
稿（文字印刷写真原稿）であると判定する。
【００５５】
　なお、原稿種別判定部３６は、原稿種別の判定結果を示す原稿特徴判定信号を、下地除
去部３７、入力階調補正部１４、色補正部１６、黒生成下色除去部１７、空間フィルタ処
理部１８、および階調再現処理部２０に出力する。
【００５６】
　次に、下地除去部３７は、原稿種別判定部３６による原稿種別の判定結果に基づいて、
下地除去を行うべき原稿であるか否かを判定する（Ｓ８）。すなわち、下地除去部３７は
、原稿種別判定部３６によって判定された原稿種別が、下地除去を行うべき原稿種別とし
て予め設定された種別であるか否かを判断する。
【００５７】
　例えば、下地除去を行う原稿として、文字原稿、写真領域を含まない原稿、文字／網点
原稿（文字印刷写真原稿）で網点領域の比率が小さい原稿（例えば網点領域の比率が原稿
全体に対して４０％以下の原稿）などを設定してもよい。
【００５８】
　Ｓ８において下地除去すべき原稿ではないと判断した場合、原稿特徴判別部１３は、下
地除去を行わずに処理を終了する。
【００５９】
　一方、Ｓ８において下地除去すべき原稿であると判断した場合、下地除去部３７は、下
地除去処理を行い（Ｓ９）、処理を終了する。
【００６０】
　下地除去処理の方法は特に限定されるものではなく、既存の下地除去方法を用いること
ができる。
【００６１】
　例えば、特許文献３に記載されている方法を用いて下地除去を行ってもよい。この方法
では、下地であると判定された場合、下地濃度値に対応する補正量テーブルを選択し、下
地除去処理を行う。下地画素のプレーン毎（色成分毎）の最小値を用いてヒストグラムを
作成した場合、全色成分について上記最小値に対応する補正量テーブルを選択して下地除
去処理を行えばよい。
【００６２】
　　（１－３．下地判定部３５の構成）
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　図５は下地判定部３５の構成を示すブロック図である。図５に示したように、下地判定
部３５は、ピーク値算出部４１、総和算出部４２、および判定部４３を備えている。
【００６３】
　ピーク値算出部４１は、ヒストグラム度数を薄い方（濃度値が大きい方）から調べてい
き、最初にヒストグラム度数が予め設定される下地判定閾値（第１閾値）Ｔ１（本実施形
態ではＴ１＝７０万画素）を超え、かつ、ピーク値（極大値）となっている濃度区分を求
める。なお、上述したように、ＲＧＢ信号を用いた場合、画素値（濃度値）が「０」に近
い方が（濃度値が小さい方が）実際の濃度は高く、画素値（濃度値）が「２５５」に近い
方が（濃度値が大きい方が）濃度は低くなる。
【００６４】
　具体的には、ピーク値算出部４１は、各濃度区分の度数を濃度が薄い方（濃度値が大き
い方）から順に見ていったときに、度数値が順次増加していき、その後に度数値が低下し
たことが検出された場合、度数が低下し始めた濃度区分の直前の濃度区分をピーク値とす
る。
【００６５】
　なお、下地判定閾値Ｔ１の値は、下地濃度成分を適切に検出することができ、かつ下地
濃度成分ではないノイズ成分を除外できるように適宜設定すればよく、特に限定されるも
のではないが、原稿画像データにおけるヒストグラムの生成対象とする領域のうち、ボイ
ド領域の画素数をＰ１としたときに、Ｐ２＝Ｐ１×１／２の６０％以上８０％以下の範囲
内に設定することが好ましい。ボイド領域の大きさは印刷を行うプリンタによって変動す
る。また、原稿の読み取り位置はスキャナによって変動し、原稿画像データにおいてヒス
トグラムの生成対象から除外される領域も変動する。また、ボイド領域から下地（紙色）
を精度よく検出するためには、下地判定閾値Ｔ１は小さい値の方が好ましい。これらの点
を考慮し、本実施形態においては、閾値Ｔ１をＰ２の６０％以上８０％以下の範囲に設定
している。ただし、閾値Ｔ１の範囲はこれに限るものではない。閾値Ｔ１の最適な範囲は
、上記したようにプリンタやスキャナにより変動するので、多くのプリンタやスキャナを
用いて事前に測定試験を行うなどして適切な値に設定すればよい。
【００６６】
　例えば、原稿サイズ：Ａ４、解像度：６００ｄｐｉ、原稿画像データにおけるヒストグ
ラムの生成対象から除外される領域（例えば原稿の左辺および上辺）のサイズが主走査方
向、副走査方向とも３ｍｍであり、ボイド領域のサイズが主走査方向、副走査方向とも（
原稿の４辺とも）２ｍｍである場合、原稿画像データのうちヒストグラムの生成対象のう
ちボイド領域に含まれる画素数Ｐ１はＰ１＝５５３９８９画素になる。このボイド領域の
各画素の濃度値は、全て同じではなく分布を有しているため、上記ボイド領域の各画素が
隣接する２つの濃度区分に均等に振り分けられたと仮定した場合、それら各濃度区分の画
素数Ｐ２はＰ２＝２７６９９４．５画素になる。この場合、下地判定閾値Ｔ１を２０万画
素程度に設定しておくことにより、下地を適切に検出することができる。
【００６７】
　また、原稿サイズ：Ａ４、解像度：６００ｄｐｉ、原稿画像データにおけるヒストグラ
ムの生成対象から除外される領域のサイズが主走査方向、副走査方向とも３ｍｍであり、
ボイド領域のサイズが主走査方向、副走査方向とも３ｍｍである場合にはＰ１＝８２３４
１０画素、Ｐ２＝４１１７０５画素になる。この場合、下地判定閾値Ｔ１を３０万画素程
度に設定しておくことにより、下地を適切に検出することができる。
【００６８】
　また、原稿サイズ：Ａ４、解像度：６００ｄｐｉ、原稿画像データにおけるヒストグラ
ムの生成対象から除外される領域のサイズが主走査方向、副走査方向とも３ｍｍであり、
ボイド領域のサイズが主走査方向、副走査方向とも４ｍｍである場合にはＰ１＝１１０３
５６０画素、Ｐ２＝５５１７８０画素になる。この場合、下地判定閾値Ｔ１を４０万画素
程度に設定しておくことにより、下地を適切に検出することができる。
【００６９】
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　総和算出部４２は、ピーク値算出部４１によって特定されたピーク値の濃度区分がＸで
ある場合、濃度区分（Ｘ＋ｉ＋１）から濃度区分３２までのヒストグラム度数の総和値を
算出する。なお、上記ｉは１以上の整数であり、本実施形態ではｉ＝２としている。した
がって、本実施形態では、総和算出部４２は、濃度区分（Ｘ＋３）から濃度区分３２まで
のヒストグラム度数の総和値を算出する。
【００７０】
　判定部４３は、ピーク値算出部４１によって特定されたピーク値および総和算出部４２
によって算出された総和値に基づいて、下地除去処理を行うべきか否かを判定する。
【００７１】
　図６は下地判定部３５における下地除去を行うか否かの判定処理の流れを示すフローチ
ャートである。また、図７の（ａ）は下地判定部３５において下地除去を行うべきである
と判定されるヒストグラムの一例を示すグラフであり、（ｂ）は下地判定部３５において
下地除去を行うべきではないと判定されるヒストグラムの一例を示すグラフである。なお
、図７に示したヒストグラムは、横軸が濃度区分を示す濃度値（数字の小さい方が濃度が
高い）、縦軸が各濃度区分に属する最小値の頻度である度数値を示す。また、濃度区分Ｘ
に対するヒストグラム度数をＨ（Ｘ）としている。
【００７２】
　まず、ピーク値算出部４１は、ピーク値であるか否かを判定する注目濃度区分をＸ＝３
２（濃度値が最大である濃度区分。すなわち、実際の濃度が一番薄い濃度区分。）に設定
する（Ｓ１１）。
【００７３】
　そして、ピーク値算出部４１は、注目濃度区分Ｘのヒストグラム度数Ｈ（Ｘ）が下地判
定閾値Ｔ１以上であるか否かを判断する（Ｓ１２）。
【００７４】
　Ｓ１２においてＨ（Ｘ）が下地判定閾値Ｔ１未満であると判断した場合、ピーク値算出
部４１は、注目濃度区分をＸ＝Ｘ－１（前回の注目濃度区分の次に濃度値が小さい濃度区
分）に設定し（Ｓ１３）、Ｓ１２の処理に戻る。
【００７５】
　Ｓ１２においてヒストグラム度数Ｈ（Ｘ）が下地判定閾値Ｔ１以上であると判断した場
合、ピーク値算出部４１は、Ｈ（Ｘ）＞Ｈ（Ｘ－１）であるか否かを判断する（Ｓ１４）
。すなわち、ピーク値算出部４１は、現在の注目濃度区分Ｘのヒストグラム度数Ｈ（Ｘ）
が、現在の注目濃度区分の次に濃度値が小さい濃度区分（Ｘ－１）のヒストグラム度数Ｈ
（Ｘ－１）よりも大きいか否かを判断する。
【００７６】
　Ｓ１４においてＨ（Ｘ）＞Ｈ（Ｘ－１）ではないと判断した場合、ピーク値算出部４１
は、Ｓ１３の処理を行うとともに、Ｓ１２の処理に戻る。
【００７７】
　一方、Ｓ１４においてピーク値算出部４１がＨ（Ｘ）＞Ｈ（Ｘ－１）であると判断した
場合、判定部４３は、Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ）≧Ｔ２（ｉは１以上の整数。本実施形態で
はｉ＝２。）であるか否かを判断する（Ｓ１５）。すなわち、判定部４３は、Ｈ（Ｘ）を
現在の注目濃度区分よりも濃度値がｉ段階大きい濃度区分（ｉ濃度区分だけ薄い側の濃度
区分）のヒストグラム度数で除算した比（Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ））が、予め設定される
下地有無判定閾値（第２閾値）Ｔ２以上であるか否かを判断する。
【００７８】
　なお、下地有無判定閾値Ｔ２は、画像サンプルに基づいて予め設定しておく。例えば、
新聞原稿の場合にはＨ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）の値は最小で５００程度であり、プリント原
稿の場合にはＨ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）の値は最大で１３程度である。このため、下地有無
判定閾値Ｔ２は、５０以上３００以下の範囲内に設定することが好ましい。本実施形態で
は下地有無判定閾値Ｔ２を１００に設定している。下地有無判定行閾値Ｔ２は、新聞原稿
や雑誌原稿と、背景となる部分がハイライト濃度で紙の全体に印字されているようなプリ
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ンタ出力原稿（プリント原稿）とを用いて予め測定試験を行い、両者を判別することがで
きるように適切な値に設定すればよい。
【００７９】
　また、本実施形態では、上記ｉの値を２に設定している。これは、下地濃度が本来は濃
度区分Ｘに対応する濃度である場合であっても、画像読取時の誤差等により下地濃度が濃
度区分Ｘ＋１にも反映される可能性があるため、その影響を除外するためである。ただし
、ｉの値は２に限るものではなく、濃度区分数等に応じて適宜設定すればよい。例えば、
濃度区分数が３２よりも多い場合、ｉを３以上の整数に設定してもよい。また、濃度区分
数が３２より少ない場合、ｉを１に設定してもよい。
【００８０】
　Ｓ１５においてＨ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ）≧Ｔ２であると判断した場合、判定部４３は、
総和算出部４２が算出した濃度区分（Ｘ＋ｉ＋１）から濃度区分３２までのヒストグラム
度数の総和値｛Ｈ（３２）＋・・・＋Ｈ（Ｘ＋ｉ＋１）｝が予め設定された閾値（第３閾
値）Ｔ３未満であるか否かを判断する（Ｓ１６）。
【００８１】
　閾値Ｔ３は、原稿画像が台紙に貼り付けた原稿の画像である場合に台紙の影響をどの程
度考慮するかに応じて適宜設定すればよく、特に限定されるものではないが、原稿画像デ
ータにおけるヒストグラムの生成対象とする領域のうち、台紙に貼りつけた原稿から読み
取られる台紙の領域の画素数をＰ３としたときに、Ｐ３の６０％～８０％程度に設定する
ことが好ましい。例えば、原稿サイズ：Ａ４、解像度６００ｄｐｉ、ヒストグラムの生成
から除外される領域：主走査方向＝副走査方向＝３ｍｍ、台紙と貼り付けた原稿との間隔
：２ｍｍである場合、ヒストグラムの生成対象領域のうち読み取られる台紙の領域の画素
数Ｐ３はＰ３＝５５３９８９画素になる。このため、本実施形態では、閾値Ｔ３を４０万
画素に設定している。
【００８２】
　台紙に貼り付けた原稿の場合、どの程度台紙の領域が読み取られるのか、および、原稿
の読み取り位置の変動などを考慮して上記閾値Ｔ３を設定すればよい。上記閾値Ｔ３の値
を小さくすると、貼り付けた原稿の背景が下地として判定されるのを抑制することができ
る。このため、本実施形態においては、上記閾値Ｔ３を上記Ｐ３の６０％～８０％程度の
値に設定している。ただし、閾値Ｔ３の範囲はこれに限るものではなく、台紙と貼り付け
られる原稿との間隔を変えるとともに台紙の色や濃度を変更した種々の画像サンプルを用
いて予め測定試験を行うなどして適宜設定すればよい。
【００８３】
　なお、上記閾値Ｔ１に乗算する係数として１００％以上の値を設定するようにしてもよ
い。例えば、サイズがＢ５とＡ４の間である不定形の新聞の切り抜き原稿の読み取りを行
う場合、マニュアル操作で出力する原稿サイズをＡ４に指定することができる。この場合
、不定形の原稿サイズ以外の領域は原稿台の色が読み取られる。上記したように、上記閾
値Ｔ１がＰ１×１／２の６０％以上８０％以下の範囲に設定されていると、不定形の原稿
サイズ以外の領域が下地と判断され、新聞の下地が除去できなくなるおそれがある。この
ような場合、上記閾値Ｔ１をＰ１×１／２の１００％以上に設定すればよい。例えば、操
作パネルを用いて原稿サイズとして不定形が選択されたとき、上記閾値Ｔ１をＰ１×１／
２の１００％以上の値に切り換えるようにすればよい。この場合も、様々な不定形サイズ
の原稿を用いて測定試験を行うなどして、不定形原稿サイズ以外の領域が下地として検出
されないように、上記Ｐ１×１／２に乗算する値を設定すればよい。
【００８４】
　また、閾値Ｔ１をＰ１×１／２の１００％以上に設定する場合、上記閾値Ｔ３も上記Ｐ
３の１００％以上の値に設定し、図６のＳ１６において、ＹＥＳと判定されるようにして
おくのが好ましい。このように閾値Ｔ３を上記Ｐ３の１００％以上の値に設定することに
より、不定形原稿サイズ以外の領域の度数が加算されて、Ｓ１６の判定において下地無し
として誤判定されるのを防ぐことができる。この場合も、様々な不定形サイズの原稿を用
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いて測定試験を行うなどして、不定形の切り抜き原稿が下地無しとして誤判定されないよ
うに、上記Ｐ３に乗算する値を設定すればよい。
【００８５】
　そして、Ｓ１６において上記総和値がＴ３未満であると判断した場合、判定部４３は、
下地除去を行うべきであると判断し、下地濃度区分をＸとする（Ｓ１７）。
【００８６】
　一方、Ｓ１５においてＨ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ）≧Ｔ２ではないと判断した場合、および
Ｓ１６において上記総和値がＴ３以上であると判断した場合、判定部４３は、下地除去を
行うべきではないと判断し、下地濃度区分を３２とする（Ｓ１８）。すなわち、判定部４
３は、例えば図８のように下地部分の濃度と思われる濃度区分（Ｘ＋ｉ）よりも淡い濃度
区分（Ｘ＋ｉ＋１～３２）の度数の総和がＴ３より多い場合は、下地除去を行うべきでな
い（下地無し）と判定する。
【００８７】
　なお、Ｓ１５において、現在の注目濃度区分が所定の濃度区分閾値Ｔ４（本実施形態で
はＴ４＝３１）未満であるか否かの判定を行うようにしてもよい。
【００８８】
　以上のように、本実施形態では、ヒストグラム生成部３４が原稿画像データにおける各
画素の濃度値の所定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラムを生成し、下地判定部３５が
ヒストグラムに基づいて下地除去の要否を判定する。具体的には、下地判定部３５は、ヒ
ストグラムにおける度数の極大値のうち、所定の下地判定閾値Ｔ１以上であり、かつ最も
濃度値が低い側（濃度が薄い側）に位置する極大値と、当該極大値に対応する濃度区分で
ある第１濃度区分（Ｘ）に対して所定区分（本実施形態では２区分）だけ濃度値が低い側
に位置する濃度区分である第２濃度区分（本実施形態ではＸ＋２）の度数との比Ｈ（Ｘ）
／Ｈ（Ｘ＋２）が所定の下地有無判定閾値Ｔ２以上である場合に下地除去が必要であると
判定し、下地有無判定閾値Ｔ２未満である場合に下地除去は不要であると判定する。
【００８９】
　また、本実施形態では、下地判定部３５が、第２濃度区分（Ｘ＋２）よりも濃度値が低
い各濃度区分（Ｘ＋３～３２）についての度数の総和を算出する総和算出部４２と、前記
総和が所定の第３閾値Ｔ３よりも大きい場合には、前記比Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）と前記
下地有無判定閾値Ｔ２との比較結果にかかわらず下地除去を行わないと判定する。
【００９０】
　これにより、例えば新聞のように真っ白ではない紙にインクで印刷されている原稿の場
合、下地（紙における印字されていない部分）の濃度分布が狭いので、図７の（ａ）に示
したように、ヒストグラムの山が急峻になり、濃度区分Ｘの度数Ｈ（Ｘ）が下地判定閾値
Ｔ１以上になり、Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）が下地有無判定閾値Ｔ２以上になり、上記総和
値がＴ３未満になって下地除去を行うべきである（下地濃度区分＝Ｘ）と判定される。ま
た、ヒストグラムのピークとなる濃度区分（あるいはヒストグラムのピークとなる濃度区
分とそれに隣接する濃度区分）を下地部分の濃度として下地除去処理が行われる。
【００９１】
　また、背景となる部分がハイライト濃度で紙の全体に印字されているようなプリンタ出
力原稿の場合、ハイライト濃度部分は下地画素に判別されることが多く、ハイライト濃度
の背景部分の濃度分布は広いため、図７の（ｂ）のようにヒストグラムの山が急峻ではな
くなる。このため、Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）が下地有無判定閾値Ｔ２未満となり、下地無
し、すなわち下地除去を行うべきでない（下地濃度区分＝３２）と判定される。このよう
に、本実施形態では、濃度区分（Ｘ＋２）の度数Ｈ（Ｘ＋２）に対する度数Ｈ（Ｘ）を、
下地候補を判断される領域のヒストグラムの広がり（分散）を示す指標として使用してい
る。上記Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋２）により、真っ白ではない紙に印刷された原稿（下地除去
を行う原稿）と下地（背景）が印刷されているプリンタ出力原稿（下地除去を行わない原
稿）とを区別することが可能となる。上記閾値Ｔ２は、下地候補の領域の極大値と、下地
候補領域のヒストグラムの広がりを表す濃度区分における度数とにより設定される値であ
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るということができる。これにより、ハイライト濃度の背景部分は原稿を作る際に意図的
に色付けされたものであるにもかかわらず、背景部分の色が誤判定により除去されてしま
うという不具合を防止することができる。
【００９２】
　また、例えば、淡い色の台紙に雑誌などから切り取った画像を貼りつけた原稿などの場
合、貼りつけた画像のヒストグラムのピークよりも低濃度側に台紙の色に対応する度数が
現れる。これに対して、上記の構成では、下地判定部３５が、第２濃度区分（Ｘ＋２）よ
りも濃度値が低い各濃度区分（Ｘ＋３～３２）についての度数の総和を算出する総和算出
部４２と、前記総和が所定の第３閾値Ｔ３よりも大きい場合には、前記比Ｈ（Ｘ）／Ｈ（
Ｘ＋２）と下地有無判定閾値Ｔ２との比較結果にかかわらず下地除去を行わないと判定す
る。これにより、台紙の色が誤って除去されることを防止できる。
【００９３】
　また、本実施形態では、領域画素中の下地画素と判定された画素についてヒストグラム
を生成している。この場合、下地画素について生成したヒストグラムに基づいて、下地の
判定（下地除去の要否の判定）を行うとともに、原稿種別の判別を行うことができる。例
えば、ヒストグラムの濃度区分が３２である場合、１／２以上の濃度区分において度数が
所定値以上あれば、写真（連続階調写真）原稿であると判定することができる。ただし、
下地画素についてのヒストグラムを生成する構成に限らず、他の領域画素も含めたヒスト
グラムを生成し、当該ヒストグラムに基づいて下地の判定を行うようにしてもよい。
【００９４】
　　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、上述した実施形態と同
様の機能を有する部材には同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００９５】
　実施形態１では、ヒストグラム生成部３４が、領域画素中の下地画素と判定された画素
について、各画素の色成分のうちの最小値の度数を示す最小値ヒストグラムを生成する構
成について説明した。
【００９６】
　これに対して、本実施形態では、ヒストグラム生成部３４が、最小値ヒストグラムに代
えて、Ｌ＊値ヒストグラム（輝度値ヒストグラム）を生成する。
【００９７】
　具体的には、ヒストグラム生成部３４は、シェーディング補正部１２から入力されたＲ
ＧＢ信号をＬ＊ａ＊ｂ＊信号に色変換し、領域画素中の下地画素と判定された注目画素に
ついて、Ｌ＊値ヒストグラム生成処理を行う。ＲＧＢ信号からＬ＊ａ＊ｂ＊信号への色変
換処理は、特に限定されるものではなく、従来から公知の方法を用いることができる。
【００９８】
　ヒストグラムの濃度区分数は、例えば、Ｌ＊値（信号値）が小さい方から第１濃度区分
、第２濃度区分とし、Ｌ＊値が最も大きい区分を第３２濃度区分とする３２区分を設ける
。
【００９９】
　Ｌ＊値ヒストグラムを用いる場合、下地濃度値をＬ＊値で求めることができ、Ｌ＊値を
用いて下地除去処理を行うことができる。すなわち、Ｌ＊値ヒストグラムを作成した場合
、下地除去部３７は、Ｌ＊値による下地濃度値に対応する補正量テーブルを選択し下地除
去処理を行うことができる。
【０１００】
　　〔実施形態３〕
　本発明のさらに他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、上述した実施形
態と同様の機能を有する部材には同じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１０１】
　上述した各実施形態では、本発明を、カラー画像入力装置２、カラー画像処理装置３、
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およびカラー画像出力装置４を備えた画像形成装置１に適用する場合について説明した。
これに対して、本実施形態では、本発明をフラットベッドスキャナなどの画像読取装置に
適用する場合の例について説明する。
【０１０２】
　図９は、本実施形態にかかる画像読取装置１ｂの構成を示すブロック図である。
【０１０３】
　図９に示すように、画像読取装置１ｂは、カラー画像入力装置２とカラー画像処理装置
３ｂとで構成される。カラー画像処理装置３ｂは、Ａ／Ｄ変換部１１、シェーディング補
正部１２、および原稿特徴判別部１３を備えている。
【０１０４】
　カラー画像入力装置２は、原稿を読み取って原稿の画像データを生成し、生成した画像
データをカラー画像処理装置３に出力する。なお、カラー画像入力装置２の構成は、原稿
の画像データを生成することができる構成であれば特に限定されるものではなく、従来か
ら公知の種々の画像入力装置を用いることができる。例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled D
evice ）を備えたスキャナ部（図示せず）を有し、原稿からの反射光像をＣＣＤで読み取
ってＲＧＢ（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）のアナログ信号から成る画像データを生成する構
成のものを用いてもよい。
【０１０５】
　カラー画像処理装置３ｂは、カラー画像入力装置２から入力される画像データを、Ａ／
Ｄ変換部１１、シェーディング補正部１２、原稿特徴判別部１３の順に送る。
【０１０６】
　Ａ／Ｄ変換部１１は、ＲＧＢのそれぞれに対応するアナログ信号の画像データをデジタ
ル信号の画像データに変換する。
【０１０７】
　シェーディング補正部１２は、Ａ／Ｄ変換部１１から送られてきたＲＧＢに対応するデ
ジタル信号の画像データに対して、カラー画像入力装置２の照明系、結像系、撮像系で生
じる各種の歪みを取り除く処理を施す。また、シェーディング補正部１２は、カラーバラ
ンスの調整を行う。
画像読取装置４０から出力された画像データおよび原稿特徴判別信号は、ネットワークを
介してプリンタや複合機に、あるいは、コンピュータに送信される。
【０１０８】
　原稿特徴判別部１３は、シェーディング補正部１２にて各種の歪みが取り除かれ、カラ
ーバランスの調整がなされたＲＧＢ信号（ＲＧＢの反射率信号）を濃度信号に変換する。
また、原稿特徴判別部１３は、（ｉ）原稿が文字原稿、印刷写真原稿、あるいは文字と印
刷写真が混在した文字印刷写真原稿のいずれであるかを判別する原稿種別判定処理、およ
び（ｉｉ）下地除去処理を行うべき原稿である否かを判別する下地判定処理を行う。また
、原稿特徴判別部１３は、原稿種別判定処理の結果を示す原稿特徴判定信号を生成し、通
信ネットワークを介して他の装置（例えばプリンタ、複合機、コンピュータ等）に送信す
る。なお、原稿特徴判別部１３の構成は実施形態１と略同様なので、ここではその説明を
省略する。
【０１０９】
　　〔実施形態４〕
　本発明のさらに他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、上述した実施形
態と同様の機能を有する部材には同じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１１０】
　カラー画像処理装置３，３ｂの制御ブロック（特に原稿特徴判別部１３）は、集積回路
（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１１１】
　後者の場合、カラー画像処理装置３，３ｂは、各機能を実現するソフトウェアであるプ
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ログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ（ま
たはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装置（
これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Me
mory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラムを上
記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒
体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体
メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは
、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上
記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送に
よって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【０１１２】
　これにより、原稿特徴判別部１３の処理を実行するプログラムコード（実行形式プログ
ラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）を記録した記録媒体を持ち運び自在に
提供することができる。また、記録媒体に記録させたプログラムを画像形成装置１、画像
読取装置１ｂ、あるいはコンピュータシステムに備えられるプログラム読取装置に読み取
られせることにより、上記の原稿特徴判別処理を実行させることができる。
【０１１３】
　コンピュータシステムは、フラットベッドスキャナ、フィルムスキャナ、デジタルカメ
ラなどの画像入力装置、所定のプログラムコードがロードされることにより上記画像処理
方法など様々な処理が行われるコンピュータ、コンピュータの処理結果を表示するＣＲＴ
ディスプレイ、液晶ディスプレイなどの画像表示装置およびコンピュータの処理結果を紙
などに出力するプリンタにより構成されていてもよい。また、ネットワークを介してサー
バーなどに接続するための通信手段としてのネットワークカードやモデムなどを備えてい
てもよい。
【０１１４】
　　〔まとめ〕
　本発明の態様１にかかる画像処理装置（カラー画像処理装置３，３ｂ）は、原稿画像デ
ータにおける各画素の信号値の所定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラムを生成するヒ
ストグラム生成部３４と、前記ヒストグラムに基づいて下地除去の要否を判定する下地判
定部３５とを備え、前記下地判定部３５は、前記ヒストグラムの極大値のうち、所定の第
１閾値（下地判定閾値Ｔ１）以上であり、かつ最も濃度が薄い側に位置する極大値Ｈ（Ｘ
）と、当該極大値Ｈ（Ｘ）に対応する濃度区分である第１濃度区分Ｘに対して所定濃度区
分数ｉだけ濃度が薄い側に位置する濃度区分である第２濃度区分Ｘ＋ｉの度数との比Ｈ（
Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ）が所定の第２閾値（下地有無判定閾値Ｔ２）以上である場合に下地除
去が必要であると判定することを特徴としている。
【０１１５】
　上記の構成によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別する
ことができる。すなわち、新聞などの真っ白ではない紙にインクで印刷されている原稿に
対しては下地除去（紙色の除去）を適正に行い、背景部分が紙全体にハイライト濃度で印
字した画像であるプリンタ出力原稿等に対してはハイライト濃度部分を下地と誤判定して
除去してしまうことを防止できる。
【０１１６】
　本発明の態様２にかかる画像処理装置（カラー画像処理装置３，３ｂ）は、上記態様１
において、前記第２濃度区分Ｘ＋ｉよりも濃度が薄い各濃度区分についての前記度数の総
和を算出する総和算出部４２を備え、前記下地判定部３５は、前記総和が所定の第３閾値
Ｔ３よりも大きい場合には下地除去を行わない構成である。
【０１１７】
　上記の構成によれば、例えば、原稿が台紙の一部に画像（雑誌等から切り取った画像な
ど）を貼り付けた原稿の場合などに、台紙の色が誤って除去されることを防止できる。
【０１１８】
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　本発明の態様３にかかる画像処理装置（カラー画像処理装置３，３ｂ）は、上記態様１
または２において、前記原稿画像データは、原稿台に載置された原稿を読み取る画像読取
装置（カラー画像入力装置２）で原稿を読み取って生成された画像データであり、前記ヒ
ストグラム生成部３４は、前記原稿画像データのうち、前記原稿における前記画像読取装
置（カラー画像入力装置２）で読み取るときに前記原稿台の端部に配置されていた領域の
原稿画像データをヒストグラムの生成処理の対象から除外する構成である。
【０１１９】
　一般に、原稿台に載置された原稿を読み取る形式の画像読取装置では、原稿台の縁に近
い部分では、原稿台との間で原稿を挟み込む原稿カバーが原稿の上に載らず、その部分が
原稿カバーが載っている部分よりも暗めに読み込まれてしまうことがある。このため、本
来は下地の濃度域が狭いはずなのに濃度域が広がってしまい、下地無しとして誤判定され
てしまう場合がある。これに対して、上記の構成によれば、原稿画像データのうち、画像
読取装置で読み取るときに原稿台の端部に配置されていた領域の原稿画像データをヒスト
グラムの生成処理の対象から除外する。これにより、原稿読取時に生じる誤差に起因して
下地有無の誤判定が生じることを防止できる。
【０１２０】
　本発明の態様４にかかる画像処理装置（カラー画像処理装置３，３ｂ）は、上記態様１
から３のいずれかにおいて、前記ヒストグラム生成部３４は、前記ヒストグラムとして、
原稿画像データにおける各画素の色成分毎の濃度値のうち最も濃度が濃い濃度値のヒスト
グラムを生成する構成である。
【０１２１】
　上記の構成によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別する
ことができる。
【０１２２】
　本発明の態様５にかかる画像処理装置（カラー画像処理装置３，３ｂ）は、上記態様１
から３のいずれかにおいて、前記ヒストグラム生成部３４は、原稿画像データをＬ＊ａ＊

ｂ＊信号に色変換し、前記ヒストグラムとして、各画素についてのＬ＊のヒストグラムを
生成する構成である。
【０１２３】
　上記の構成によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別する
ことができる。
【０１２４】
　本発明の態様６にかかる画像形成装置１は、上記態様１から５のいずれかに記載の画像
処理装置（カラー画像処理装置）３を備えている構成である。
【０１２５】
　上記の構成によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別し、
その識別結果に応じた適切な画像形成を行うことができる。
【０１２６】
　本発明の態様７にかかる画像処理方法は、原稿画像データにおける各画素の信号値の所
定の濃度区分毎の度数を示すヒストグラムを生成するヒストグラム生成工程と、前記ヒス
トグラムに基づいて下地除去の要否を判定する下地判定工程とを含み、前記下地判定工程
では、前記ヒストグラムの極大値のうち、所定の第１閾値（下地判定閾値Ｔ１）以上であ
り、かつ最も濃度が薄い側に位置する極大値Ｈ（Ｘ）と、当該極大値Ｈ（Ｘ）に対応する
濃度区分である第１濃度区分Ｘに対して所定濃度区分数ｉだけ濃度が薄い側に位置する濃
度区分である第２濃度区分Ｘ＋ｉの度数との比Ｈ（Ｘ）／Ｈ（Ｘ＋ｉ）が所定の第２閾値
（下地有無判定閾値Ｔ２）以上である場合に下地除去が必要であると判定することを特徴
としている。
【０１２７】
　上記の方法によれば、原稿の下地とプリンタで印刷された背景画像とを適切に識別する
ことができる。すなわち、新聞などの真っ白ではない紙にインクで印刷されている原稿に
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対しては下地除去（紙色の除去）を適正に行い、背景部分が紙全体にハイライト濃度で印
字した画像であるプリンタ出力原稿等に対してはハイライト濃度部分を下地と誤判定して
除去してしまうことを防止できる。
【０１２８】
　本発明の各態様に係る画像処理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを前記ヒストグラム生成部および前記下地判定部として動作させる
ことにより前記画像処理装置をコンピュータにて実現させる画像処理プログラム、および
それを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に含まれる。
【０１２９】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明は、原稿画像データに基づいて原稿の下地の信号レベルを検出する画像処理装置
および画像処理方法に適用できる。
【符号の説明】
【０１３１】
１　画像形成装置
１ｂ　画像読取装置
２　カラー画像入力装置
３，３ｂ　カラー画像処理装置（画像処理装置）
４　カラー画像出力装置
５　操作パネル
６　制御部
１１　Ａ／Ｄ変換部
１２　シェーディング補正部
１３　原稿特徴判別部
１４　入力階調補正部
１５　領域分離処理部
１６　色補正部
１７　黒生成下色除去部
１８　空間フィルタ処理部
１９　出力階調補正部
２０　階調再現処理部
３１　画素判定部
３２　領域画素カウント部
３３　データ選択部
３４　ヒストグラム生成部
３５　下地判定部
３６　原稿種別判定部
３７　下地除去部
４０　画像読取装置
４１　ピーク値算出部
４２　総和算出部
４３　判定部
Ｔ１　下地判定閾値（第１閾値）
Ｔ２　下地有無判定閾値（第２閾値）
Ｔ３　閾値（第３閾値）
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